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子育て支援

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援をめざし
て

西﨑水泉（三重県 子ども・福祉部）
わが国では，核家族化や共働き世帯の増加といった
家族形態の多様化，少子化の進行，地域社会における
つながりの希薄化など，母子保健を取り巻く環境は大
きく変化し，妊産婦やその家族の妊娠・出産・育児に
対する負担感や不安感が増大し，子育て家庭の孤立，
児童虐待の問題などが深刻化しています。加えて，今
般の新型コロナウイルス感染症の影響によって，自粛
生活などを余儀なくされ，妊産婦やその家族，子ども
たちの心身の健康状態は，より一層不安定となりやす
い状況にあります。
こうした中，令和元年 12月に成育基本法が施行さ
れ，成育過程にある者等に対し必要な成育医療等を切
れ目なく提供するための施策を総合的に推進すること
とされました。また，子どもの権利を保障し，子ども
を誰一人取り残さず，健やかな成長を社会全体で後押
しするための新たな司令塔として，令和 5年 4月には，
こども家庭庁が設置される見込みです。
成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関
する基本的な方針として妊娠期から子育て期にわたる
までのさまざまなニーズに対する地域における相談支
援体制の整備の推進が示されており，その中心となる
機関として各市町に子育て世代包括支援センターの設
置が求められています。
子育て世代包括支援センターは，妊娠期から子育て
期にわたる切れ目ない支援を提供することを目的にし

ており，妊産婦等からの相談に応じ，母子保健サービ
スと子育て支援サービスを一体的に提供できるよう支
援を行う機関であり，令和 2年度末で三重県内すべて
の市町に設置されました。
一方，児童福祉法では児童虐待について発生予防か

ら自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため，
市町において児童および妊産婦の福祉に関し，実情の
把握，情報の提供，相談，調査，指導，関係機関との
連絡調整その他必要な支援を行う，子ども家庭総合支
援拠点の整備に努めることとしており，令和 4年 4月
時点で県内 22市町において拠点が設置されています
（図 1参照）。
今後市町においては子育て世代包括支援センターと

子ども家庭総合支援拠点が協働し取組を進めていくこ
とが求められており，県としてはその取組が進むよう
支援をしていく必要があります。
令和 3年 4月 1日より「母子保健法の一部を改正す

る法律」が施行され産後ケア事業が母子保健法に位置
付けられるとともに事業の実施が市町の努力義務とな
りました。産後うつ対策等妊産婦のメンタルヘルスケ
アのための取組が重要であるため退院直後の母子への
心身のケア等を行い，産後も安心して子育てができる
支援体制を確保する観点から産後 2週間，産後 1か月
などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査に
ついても助成されるようになりました。
県内において産後ケア事業は令和 2年度末ですべて

の市町が実施しており，産婦健康診査事業については
令和 4年度より全市町で展開されることになりました。
実施状況については図 2のとおりです。
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図 1　

図 2

産後ケア事業については年々利用者が増加している
状況ですが，実施施設の確保に苦慮している市町が多
く，その理由として医療施設等の偏在化があります。
そのため県としても実施施設の確保に向け取り組んで
いるところです。

産婦健診に関しては医師会の協力を得て健診マニュ
アルを作成し質の向上を図っています。
三重県では，平成 15年に母子保健計画である「健

やか親子いきいきプランみえ」を，平成 27年度には
第 2次計画を策定し，定期的に専門家を交えて進捗状
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図 3

31

況の管理を行っています。なお，「健やか親子いきい
きプランみえ（第 2次）」は，「子どもを産み，育てる
人に寄り添い，すべての子どもが健やかに育つ三重」
を基本理念としており，県内のどの地域においても妊
産婦やその家族が必要な時に必要なサービスを受ける
ことができる出産・育児の支援体制の整備をめざして，
「出産・育児まるっとサポートみえ」の取組を進めて
いるところです。
「出産・育児まるっとサポートみえ」では県が出産・
育児に関する制度の整備や関係機関・団体との連携体
制の強化といった市町における支援体制の整備に向け
た土台づくりを行うとともに県内の市町が既存の社会
資源や地域ネットワークといったそれぞれの強みを生
かして，地域の実情に応じた方法で，切れ目ない支援
体制を構築することにより県内どの地域においても妊
産婦やその家族が必要な時に必要なサービスを受ける
ことができる出産育児体制を言い，継続的な支援，ワ
ンストップの支援，予防的支援，家族支援と 4つの視
点で取組を進めています（図 3参照）。
具体的には，地域の実情に応じた切れ目のない母子

保健体制を構築していくため，県内看護系大学の教員
を母子保健体制構築アドバイザーとして市町に派遣し，
母子保健の現状を把握し，課題や今後の取組等を整理
したうえで，助言指導や情報提供等行うことで，地域
の実情に応じた体制づくりを支援します。また，子育
て世代包括支援センターで相談支援の中心的な役割を
担う母子保健コーディネーターを育成するため保健師
等を対象とした研修会を開催し，人材育成にも取り組
んでいます（図 4参照）。
産前産後の支援体制の強化を図るため小児科，産婦

人科，精神科等医師会や助産師会，市町等母子保健に
かかわる関係機関による検討会の開催や産婦健診等マ
ニュアルの作成および研修会の開催など行っています
（図 5参照）。
さらに，晩婚化等に伴う妊娠・出産年齢の上昇によ

り不妊に悩む夫婦が増加し，仕事をしながら不妊治療
を受ける人が増えている一方で，職場における理解が
進まず，不妊治療と仕事の両立に悩む方が少なくあり
ません。そこで，県においては，不妊治療と仕事の両
立に向けた取り組みとして，令和元年度に県経営者協
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図 4

図 5　

会・連合会・医師会・産婦人科医会・労働局・県で連
携協定を締結しました。これまでに企業向けのセミ
ナーや相談会の開催，不妊症サポーターの養成，企業
へのアドバイザーの派遣等の取組を進めてきました。
今後も仕事との両立支援に取り組んでいきます。
令和 4年 4月から不妊治療が保険適応になったこと

で今後はより多くの方が治療を受けやすくなりますが，
一部の治療は保険適応外のままであり，引き続き経済
的な負担軽減にむけての支援が必要です。また，不妊
治療は長期にわたり苦痛を伴うことも多く精神的な支
援の充実も重要です。そのため県では不妊ピアサポー
ターを養成し当事者に寄り添った支援を行っています
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図 6

（図 6参照）。
令和 2年度より，国の「予防のための子どもの死亡
検証（CDR）体制整備モデル事業」に参画しており，
予防可能な子どもの死亡を減らすことを目的として，
複数の機関や専門家が，さまざまな情報をもとに死因
調査を行い，効果的な予防対策を検討しています。検
証内容を踏まえ，政策提言委員会から予防策について
県へ提言しており，令和 3年度は，1．安全な睡眠環
境づくり，2．マルトリートメント（不適切な養育）に
陥りやすい家庭への支援，3．相談しやすい環境づく
り，4．川遊びの際の安全対策の 4つの提言を受け，関
係部局に共有し予防のための対策に向けた取り組みを
進めています（図 7，8参照）。
子どもを取り巻く状況が大きく変化しているなか，

家事や家族の世話などを子どもが日常的に担うヤング
ケアラーの問題が新たに顕在化しています。そのため
県では，令和 4年度に新たな取り組みとして，ヤング
ケアラーにかかる実態調査を実施するとともにヤング
ケアラー・コーディネーターを配置し支援に向けた体
制整備に取り組んでいます（図 9参照）。

三重県では，結婚・妊娠・子育てなどの希望がかな
い，未来を担う子どもたちが豊かに育つことができる
よう，引き続き，関係機関・団体，県民の皆様との協
働により，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない，
総合的な支援体制を拡充させていきます。

地域医療・行政・教育・住民が協働した地域子育て世
代包括支援事業：名張版ネウボラ

稲持 英樹（なばりこどもクリニック）

1．はじめに

近年妊娠・出産・子育ての時期を切れ目なく支援す
ることの重要性が指摘されている。従来は母子保健
法・児童福祉法などの下に母子・子育て支援はハイリ
スクアプローチを中心に実施されていたが，2016年
からの子ども子育て支援新制度や 2018年に制定され
た成育基本法により，子育て世代の切れ目ない支援が
国民の責務と明文化され，子育て世代の全てを対象と
したポピュレーションアプローチが地域の責務となっ
ている。
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